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財団法人ＫＤＤＩ財団は、国際的視野に立ち社会に貢献する研究への助成・援助を行うことによ

って、幅広い人々の国際間交流の振興を図り、世界の調和ある健全な発展に寄与することを目的と

して、海外に留学を希望する日本在住で日本国籍をもつ学生に対し助成・援助の募集を行います。 

 

１．申込資格 

（１）日本国籍を有する者（在日外国人、二重国籍、日本永住権を有する者は応募不可） 

（２）申込時に当財団が推薦を依頼する大学院（以下、「指定校」と表記）に在籍、または指定校を卒

業した者で、日本国内に居住している者 

但し、入学、編入学見込みの者、留学開始時点で団体、企業の常勤者、大学等教育機関の常勤教職員

は対象外 

（３）２０１２年４月１日現在３５才以下である者 

 

２．研究内容 

法律、政治、経済、社会、文化、技術の各分野において、国際的視野に立ち、社会に貢献す

るテーマを研究に取り組んでいる者 

＊情報通信分野の進歩、発展に貢献するものを優先します 

＊語学留学は対象外 

 

３.助成・援助の内容 

（１）対象人数     ３名程度 

（２）助成・援助期間  １年（１年の延伸は可能。但し改めて申請が必要） 

            ＊２０１２年４月１日以降２０１３年３月３１日までに開始される留学 

（３）助成・援助金額  約２００万円／年  

            学費、渡航費、生活費の一部とすることとし、返済義務は負わない 

            金額は留学先、研究内容により異なります。             

（４）支払方法     円建で日本国内開設の口座に入金（必要書類提出確認後）            

（５）留学先      指定なし 
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事務手続 

 

（１） 提出書類 

（応募時） 

① 助成・援助申込書 

② 在学証明書もしくは卒業証明書 

③推薦状（学科長もしくは学部長）*別途、申込書別紙の「指導教授の推薦書」も提出 

*任意提出（必須ではないが、提出が望ましい資料） 

・研究論文１点 

・留学先国の公用語習得レベル証明書（例 TOEFL結果） 

 （留学決定時） 

留学先大学の許可証明（遅くとも留学開始１ヶ月前までに提出） 

 

（２）申込書送付方法 

 「助成・援助申込書」 は以下のとおり２部作成し、ご送付願います。                                                        

  １部：電子メール添付（エクセル、ワード形式の書類を添付） 

      捺印不要。写真添付不要 ＊必ずパスワード“2011kddif”を設定
せっ てい

 

         「申込書記入要領」のシートを削除の上ご送付願います。 

  １部：紙媒体を郵送もしくは宅配便でその他提出書類「（１）提出書類」を同封の上    

送付（要捺印、写真貼付） 

     

 送付先：〒113－0021 東京都文京区本駒込２－２８－８ 

                                 文京グリーンコートセンターオフィス 

                 （財）ＫＤＤＩ財団 助成業務部 

（３）内定 

内定は書類審査を経て、２０１２年１月下旬～２月初旬頃大学の担当者へ通知いたします。

審査の経過及び内容はお知らせできませんので、予めご了承ください。 

＊お問い合わせいただいても回答いたしかねますのでその旨申請者にもお伝え願います。 

 

（４）決定 

    ３月開催の理事会にて決定いたします。 

なお、本プログラム指定期間以内に留学を開始できない場合には助成を取り消します。 

     

（５）助成・援助金等の贈呈 

贈呈の詳細については、決定を通知する際お知らせいたします。 

重要 
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その他 

 

（１）報告の義務 

助成金受給者には、助成終了時に研究の成果について報告していただきます。 

  なお、報告の義務を怠った場合、助成金を返納していただくことがあります。 

 

（２）助成・援助の停止、取消し等 

下記事項のいずれかに該当する場合は、助成・援助の停止または取消しを行うことがありま

す。また、すでに給付した助成・援助金の全額または一部を返納していただく場合もあります。 

① やむをえない事由(病気等)により研究を継続することが困難であると認められる場合 

② 虚偽の申告又は記載事項の一方的な変更を行った場合 

③ 受給資格を喪失した場合 

④ その他当財団の助成・援助の趣旨に反する事情がある場合 

 

（３）個人情報の保護と情報の開示について 

個人情報については法律および内部規程に則り、適切な取扱いを行います。ただし、対象

者の助成情報は原則として公開とし、当財団ホームページおよび当財団で発行する機関誌に

掲載します。 

 

＊＊＊審査委員＊＊＊ 

 

 委員長 佐藤 亨 京都大学大学院情報学研究科教授 

 委 員 川又 政征 東北大学大学院工学研究科教授 

 喜連川 優 東京大学生産技術研究所教授 

       田中 秀幸  東京大学 大学院 情報学環・学際情報学府  

 佐藤 治正 甲南大学マネジメント創造学部教授 

 東條 吉純 立教大学法学部教授 

 中村  功 東洋大学社会学部教授 

 馬場 俊彦 横浜国立大学工学研究院教授 

 森田 啓義 電気通信大学大学院情報システム学研究科教授 

          小澤 太郎     慶應義塾大学 総合政策学部教授 

 佐藤 誠 東京工業大学 精密工学研究所教授 

          安田 豊 株式会社 KDDI 研究所 代表取締役会長 

      東条 続紀     株式会社 KDDI 総研 代表取締役社長 

以上  


